
遊具に起因する小児事故

［現状・課題］
消費者庁には、昨年9月～12月まで遊具に起因する消費者事故等として11件が通知

（うち9件の重大事故等）

国土交通省においては「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」を策定し、
施設管理者へ周知を図っている他、都市公園で発生した事故情報等についても情報
共有を図っているところ

管理者によっては技術力や点検体制が異なることなどから、原因究明や改善措置に
差がある場合あり

［取組み］
更なる原因究明のため、関係者ヒアリング、現地調査により原因調査を実施、関係者
と連携して事故対策の検討・評価
•北海道余市町 児童館遊動ブランコ事故
•和歌山県内 特別支援学校複合遊具事故

関係行政機関で情報の共有・周知の徹底
•現在、都市公園での事故情報等について情報共有されているが、より広範に、関係
行政機関の間で情報の共有・周知徹底

発生頻度の高い事故について、技術基準と照合し、事故防止対策の検討・とりまとめ
•発生頻度の高い事故について、日常点検の重点項目等について検討
•暫定的な補修事例を収集し、日常点検後の事故予防等のため情報周知 等

○遊具に起因する事故については、管理者によって対応に差がある場合も
あり、消費者庁において関係者と連携して調査・対策の検討を実施

○関係行政機関での事故情報の共有強化、発生頻度の高い事故防止対策
を推進

複合遊具での転落事故現場
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浴槽用浮き輪による溺水事故，ゴムボールによる窒息事故

［現状・課題］
日本小児科学会において、浴槽用浮き輪やゴムボールによる事案が情報共有。国内
で浴槽用浮き輪の類似事故について国民生活センターに10件報告、ゴムボールにつ
いても論文等で３件の事故発表

 （社）日本玩具協会において、以下の対策を推進している。

・浴槽用浮き輪：経済産業省の要請により、メーカー共同での注意喚起を指導、メー
カー独自の販売自粛

・ゴムボール：誤飲チェッカー等による検査を踏まえ、３歳未満の幼児に対する使用禁
止又はその旨の注意表示の自主基準・マーク表示等

［取組み］
流通実態調査

・ （社）日本玩具協会の協力により玩具毎に種類、サイズ、数量を実態調査（ゴム

ボールは市場流通状況や小売店以外の購入経路の把握が困難であり、その実効
性が不明）
・インターネット販売等も含めた流通実態や購入経路、注意喚起状況を調査

事故防止対策
•国内の流通状況を踏まえ、関係団体等と連携し、幼児ヘの販売方法の見直しや注
意喚起方法について検討

○ 「日本小児科学会雑誌Injury Alert」において、浴槽用浮き輪やゴムボール
による事故報告

○ （社）日本玩具協会では、浴槽用浮き輪の注意喚起、ゴムボールの自主基
準等の対策を推進

○ 事故防止のため各製品の流通・販売状況を確認、対策案を検討

資料－５

分離可能な部品の形状については、円筒の内部にど
のような位置であれ、納まってはならない
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